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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

 平成２７年１１月２５日 

                   薩摩川内市議会建設水道委員会 

                   委員長  宮 里 兼 実 

 

１ 付託の時期 

  平成２７年第４回薩摩川内市議会臨時会（９月１６日） 

２ 委員会の開催日 

  ９月１８日、１０月７日、８日、１１月９日、１７日（５日間） 

３ 付託事件及び審査結果 

 ⑴ 議案第１６２号 薩摩川内市簡易水道事業及び飲料水供給事業条例の一部

を改正する条例の制定について  

本案については、附則に第３項として『平成２８年度分の水道料金に限り、

改正後の第６条の規定の適用については、同条の表中「６７７円」とあるの 

は「６２９円」と、「１，３５３円」とあるのは「１，２５７円」と、 

「２，０３１円」とあるのは「１，８８６円」と、「２，９３３円」とある 

のは「２，７２４円」と、「５，１８７円」とあるのは「４，８１９円」と、 

「８，９０８円」とあるのは「８，２７６円」と、「２０，０７２円」とあ 

るのは「１８，６４８円」と、「３５，４０８円」とあるのは 

「３２，８９５円」と、「７３円」とあるのは「６８円」と、「１２４円」 

とあるのは「１１５円」と、「１６９円」とあるのは「１５７円」と、 

「２０４円」とあるのは「１８９円」と、「４２９円」とあるのは「３９８ 

円」と、「２２６円」とあるのは「２１０円」と、「１，３４３円」とある 

のは「１，２４７円」とする。』という経過措置を加える修正案を可決すべ 

きものと決定し、次に、修正部分を除く原案について可決すべきものと決定 

した。 

 よって、本案は修正可決すべきものと決定した。 

 ⑵ 議案第１６３号 薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制 

          定について 

本案については、附則に第３項として『平成２８年度分の水道料金に限り、

改正後の第２３条の規定の適用については、同条の表中「６７７円」とある 

のは「６２９円」と、「１，３５３円」とあるのは「１，２５７円」と、 

「２，０３１円」とあるのは「１，８８６円」と、「２，９３３円」とある 

のは「２，７２４円」と、「５，１８７円」とあるのは「４，８１９円」と、 

「８，９０８円」とあるのは「８，２７６円」と、「２０，０７２円」とあ 

るのは「１８，６４８円」と、「３５，４０８円」とあるのは 

「３２，８９５円」と、「７３円」とあるのは「６８円」と、「１２４円」 

とあるのは「１１５円」と、「１６９円」とあるのは「１５７円」と、 
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「２０４円」とあるのは「１８９円」と、「４２９円」とあるのは「３９８ 

円」と、「１，３４３円」とあるのは「１，２４７円」とする。』という経 

過措置を加える修正案を可決すべきものと決定し、次に、修正部分を除く原 

案について可決すべきものと決定した。 

 よって、本案は修正可決すべきものと決定した。  

４ 審査の経過 

  これら２件の議案は、一括して慎重に審査を行った。開催日ごとの委員会の  

概要は次のとおりである。 

⑴ ９月１８日の委員会において、議案に関連して当局から、水道料金改定の 

概要、収入及び費用算定基準等の説明を受けた。 

委員会では、水道事業における収益的収支から資本的収支へのキャッシュ 

フローに関して、企業債償還に充当する金額と内部留保資金に充当する金額 

の抑制の考え方について質疑を行い、当局からは「財政計画上は地方公営企 

業法に基づき、簡易水道事業の統合に係る起債の元利償還金として一般会計 

から２分の１を繰り入れるほか、剰余金処分から１億円ほどが減債積立金へ 

の積立てとなる。これが企業債に充当される財源となり、不足分には内部留 

保資金が充てられる。また、平成２８年から平成３１年までに一挙に企業債 

を減らすのではなく、返済計画に基づき、計画的に企業債を償還していくこ 

ととなる」旨の答弁があった。 

また、「今後５年間に集中的に事業が増えることで、料金改定が必要とな 

るが、企業債と内部留保資金に充てる金額を最小限に抑えて、資本的収支に 

充てられないか」との質問に対し、当局から「この５年が全てではなく、将 

来にわたってできるだけ料金改定を要しないような財政運営や、経費節減、 

収入増対策を勘案した事業運営に努める」旨の答弁があった。 

なお、この日の委員会では、更なる審査が必要であるとして、向こう５年 

間の財政収支予定表に反映した数字の根拠、有収率の改善目標、県内の水道 

料金単価等について、資料の提出を求めることとした。 

⑵ １０月７日の委員会では、前回の委員会で提出を求めた資料について、当 

局から、料金改定の背景として、水道施設の大量更新期を迎えていること、

計画的な施設の更新・耐震化と必要な財源の確保等が喫緊の課題であること

から、これらの課題解決を図るため、平成２８年度に最終年度を迎える現行

水道ビジョンの後継計画として、今後１０か年における７５億円の水道施設

事業計画を作成したこと等の説明があった。 

その後、市上下水道事業運営審議会での審議状況等に関する質疑があり、 

当局からは「審議会を４回開催した。審議会では５年間の料金算定期間後に、 

再度、料金改定をするのかという質問を受け、３年目、４年目の状況を見な 

がら、将来も安定した運営が続けられるよう水道事業の経営に努める旨の回 

答をした。また、市の人口減少に伴い、給水収益も落ち込むのではないかと 

の質問を受け、人口は減少傾向にあるが、給水人口は年々増加傾向にあるこ 
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とから、急激な収益の落ち込みは考えていない旨の回答をした」との答弁が 

あった。 

さらに、今回の料金改定に対する審議会委員の捉え方に関する質疑があり、 

当局からは「１８．４％の改定については、当初、非常に大きいという印象 

を持たれたようだが、資料を示して、１０トンの使用で２３０円、１５トン 

の使用で３３０円の値上げとなるといった金額を見られる中で、改定は仕方 

がない、納得できるといった意見をもらった」旨の答弁があった。 

また、「今回の事業が順調に推移すると、平成３２年度には資本的支出に 

対する財源補てんが、前年度の減価償却費等でまかなえるようになると見込 

まれ、内部留保資金は増額されていくこととなるが、その時点での料金改定 

をどのように考えるか」との質問に対して、「平成３２年度の内部留保資金 

の予定残高は５億８，２８０万円となる見込みであるが、平成２５年度とほ 

ぼ同程度であることから、今回の料金改定は適正であると考えている。また

平成３２年度以降の５年間においても、安定した事業運営が可能となること 

から、その段階での料金改定の可能性は低いと考える」旨の答弁があった。 

⑶ １０月８日の委員会では、内部留保資金の有効活用等に関する質疑を中心 

に行ったが、「当局の示す料金改定の必要性も理解するが、市民生活に直結

する重要な案件であり、結論を判断するにはまだ審査が必要である」旨の意

見が出され、全会一致で継続審査を決定した。 

 ⑷ 閉会中の審査となった１１月９日の委員会では、水道料金の改定による市 

内経済や市民生活に与える影響に関する質疑があり、「単身の年金生活者世

帯への影響は大まかに数字を把握しているが、市内経済への影響は分析して

いない。今後とも安定的に水を供給していくためにはどうしても必要な料金

改定であることの周知に努めていきたい」旨の答弁があった。 

 また、「市民負担の軽減を図るため、初年度の改定率を１０％、２年目を 

１５％、３年目で１８．４％とするような段階的な措置はとれないか」との

質問に対し、「１０年間の事業計画と１８．４％の料金改定を前提にしなが

ら、市民負担の軽減が図れないか改めて試算したい」旨の答弁があったこと

から、次回の委員会で試算結果の報告を受けるため、審査を一時中止するこ

ととした。 

 ⑸ １１月１７日の委員会では、当局から試算結果として、「初年度の改定率 

を１０％にすると料金収入が約１億１，０００万円の減額となるが、これを 

補うため減債積立金と建設改良積立金を充てることで平成２８年度の経営は 

見込める。ただし、平成２９年度の積立てが減額となり、同年度以降の損益 

勘定留保資金が約１億１，０００万円減額となることが見込まれ、１０％の 

改定率は平成２８年度の１年間に限って可能な措置である」旨の答弁があっ 

た。 

その後の審査において、２年目に１５％の段階的措置を講じることが困難 

であることや、当局として水道料金改定に係る修正案を提出する考えがない 
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ことを確認した後、これらの議案について、委員から平成２８年度の水道料 

金に限り、１０％の改定率とする経過措置をそれぞれの議案の附則に追加す 

るという修正案が出され、議案第１６２号及び議案第１６３号の修正議決を 

それぞれ行った。 


